
11 －次号は平成2９年８月25日（金）配布開始－

問 

伊
奈
庁
舎
収
納
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
４
０
４
）

お知らせ

不
動
産
公
売
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

問 

伊
奈
庁
舎
介
護
福
祉
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
３
０
２
）

福　祉

在
宅
介
護
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す

　

茨
城
租
税
債
権
管
理
機
構
で
は
、

一
般
の
方
も
参
加
で
き
る
入
札
に
よ

り
、
不
動
産
公
売
を
実
施
し
ま
す
。

▼
期
日
＝
10
月
３
日
㈫

▼
入
札
時
間
＝
午
後
１
時
20
分
〜
午

　

後
２
時
（
受
付
開
始
…
午
後
０
時

　

50
分
／
入
札
説
明
開
始
…
午
後
１

　

時
）

▼
場
所
＝
茨
城
県
水
戸
合
同
庁
舎
２

　

階
大
会
議
室
（
水
戸
市
柵
町
１
丁

　

目
３
番
１
号
）

※
農
地
を
含
む
た
め
「
買
受
適
格
証

明
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。
手
続

き
な
ど
の
詳
細
は
、
市
農
業
委
員
会

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
中
止
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
公
売
不
動
産
な
ど
の
詳
細
は
、
市

収
納
課
で
公
売
広
報
を
配
布
し
て
い

ま
す
。
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【公売不動産】

売却区分番号 29 ‐ 30
見積価額 5,430,000 円
公売保証金    550,000 円
財産の表示（登記簿による表示）
【土地】
所　　在 上平柳字堤下
地　　番 63 番
地　　目 宅地
地　　積 1365.02㎡

所　　在 上平柳字堤下
地　　番 63 番 1
地　　目 畑
地　　籍 680㎡

所　　在 上平柳字堤下
地　　番 64 番 2
地　　目 畑
地　　籍 247㎡

【建物】
所　　在 上平柳字堤下 63 番地
家屋番号 63 番
種　　類 居宅
構　　造 木造かわらぶき平家建
床  面  積 177.22㎡

【附属建物の表示】
符　　号 １
種　　類 物置・便所
構　　造 木造かわらぶき 2階建
床 面 積 １階　40.59㎡

２階　38.62㎡
符　　号 ２
種　　類 物置
構　　造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
床 面 積 13.90㎡

符　　号 ３
種　　類 物置・作業所
構　　造 木・鉄骨造かわら・スレートぶき平家建
床 面 積 49.68㎡

符　　号 ４
種　　類 物置
構　　造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
床 面 積 9.93㎡

符　　号 ５
種　　類 車庫
構　　造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
床 面 積 19.87㎡

　

ま
た
、
茨
城
租
税
債
権
管
理
機
構

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
、
詳
し
い
内

容
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

◎
茨
城
租
税
債
権
管
理
機
構
と
は

　

市
町
村
税
の
徴
収
を
行
う
特
別
公

共
団
体
で
す
。
県
内
の
市
町
村
か
ら

滞
納
事
案
の
移
管
を
受
け
、
滞
納
処

分
（
差
押
・
公
売
）
な
ど
の
滞
納
整

理
を
行
い
ま
す
。
県
内
の
全
市
町
村

を
構
成
団
体
と
し
て
、
平
成
13
年
４

月
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
茨
城
租
税
債
権
管
理
機
構 

☎
０
２
９

‐
２
２
５
‐
１
２
２
１

問 

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
４
０
２
）

年
金
受
給
の
た
め
に
必
要
な
納
付
期
間
が
短
縮
に

25
年 

↓ 

10
年
に
。
通
知
が

届
い
た
ら
早
め
に
手
続
き
を

　

年
金
を
受
け
と
る
た
め
に
必
要
な

保
険
料
の
納
付
期
間
が
、
25
年
か
ら

10
年
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。

　

対
象
と
な
る
方
に
日
本
年
金
機
構

よ
り
「
短
縮
」
と
記
載
し
た
黄
色
の

封
筒
を
順
次
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

　
手
元
に
届
い
た
ら
「
ね
ん
き
ん
ダ
イ

ヤ
ル  

☎
０
５
７
０
‐
05
‐
１
１
６
５
」

で
予
約
の
上
、
で
き
る
だ
け
早
め
に

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

土
浦
年
金
事
務
所　

☎
０
２
９
‐

８
２
５
‐
１
１
７
０

手続き・申請

　

満
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
在
宅
で

介
護
し
て
い
る
家
族
の
方
で
、
次
の

す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

は
、
介
護
慰
労
金
10
万
円
が
支
給
さ

れ
ま
す
。
支
給
を
受
け
る
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。

▼
支
給
要
件
＝
次
の
①
〜
④
す
べ
て

　

に
該
当
す
る
方
。

◎
基
準
日
＝
７
月
31
日
現
在
。

①
介
護
者
お
よ
び
被
介
護
者
が
市
内

　

に
居
住
し
て
い
る
こ
と

②
基
準
日
に
要
介
護
4
ま
た
は
5
と

　

認
定
さ
れ
て
い
る
方

③
基
準
日
よ
り
過
去
1
年
間
、
介
護

　

保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な

　

い
方
（
１
週
間
ま
で
の
シ
ョ
ー
ト

　

ス
テ
イ
の
利
用
を
除
く
） 

④
介
護
者
お
よ
び
被
介
護
者
が
市
民

　

税
非
課
税
世
帯
で
あ
る
こ
と

▼
申
請
期
間
＝
8
月
1
日
㈫
〜
31
日

　

㈭
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

▼
申
請
先
＝
介
護
福
祉
課
窓
口

児
童
扶
養
手
当
「
現
況
届
」
を
忘
れ
ず
に

問 

伊
奈
庁
舎
こ
ど
も
福
祉
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
２
０
５
）

手続き・申請

案
内
の
送
付
は
７
月
下
旬
。

８
月
中
に
手
続
き
を

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、
毎
年
８
月
に
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。
現
況
届
は
、
毎
年
８

月
１
日
に
お
け
る
状
況
を
、
受
給
者

本
人
に
届
出
て
も
ら
い
、
あ
わ
せ
て

前
年
分
の
所
得
状
況
を
確
認
す
る
重

要
な
手
続
き
で
す
。
こ
の
届
出
に
よ

り
、
今
年
の
８
月
か
ら
来
年
の
７
月

ま
で
の
手
当
の
受
給
資
格
と
手
当
額

を
決
定
し
ま
す
。

　

７
月
下
旬
に
案
内
文
を
郵
送
し
ま

す
。
届
い
た
ら
、
内
容
を
ご
確
認
の

上
、
提
出
書
類
を
そ
ろ
え
て
、
８
月

末
日
ま
で
に
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。（
郵
送
不
可
）

　

現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
８
月

分
以
降
の
手
当
が
差
止
め
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
現
況
届
未
提
出
の
ま
ま

２
年
間
を
経
過
す
る
と
、
時
効
に
よ

り
手
当
の
受
給
資
格
を
喪
失
し
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。


